
事業主の皆さまへ

雇用関係助成金の申請時、
登記事項証明書の提出が不要になります
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国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先や口座番号、その他の個人情報を、個人の方に電話などで問い合わせることは
ありません。

都道府県労働局・ハローワーク

2022(令和４)年８月１日から

これまで、中小企業事業主であることや支給要件の確認を行うために、登記
事項証明書（商業法人および不動産）の提出を求めていました。
2022(令和４)年８月１日からは、法務省が運営する登記情報連携システム

で登記情報の確認が可能になるため、雇用関係助成金の支給申請時、登記事項
証明書の提出が不要となります。

※既に実施計画書等を提出している場合や、廃止済みの助成金の経過措置分の申請を行う
場合も、同様に提出が不要となります。

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で支給事務を行う助成金は対象外です。

■登記情報連携システムで確認できない場合、従来どおりの関係資料（定款、開廃業届、
会社概要パンフレット等、事業内容が確認できる資料）の提出をお願いする場合が
あります。

■登記情報については、助成金の支給事務を行うこと以外の目的で確認することは
ありません。また、登記情報を確認することについて、事前に許可を求めるなどの
連絡等をすることはありません。

支給要件の詳細や具体的な手続きは、最寄りの都道府県労働局・ハローワークまで
お問い合わせください。

雇用関係助成金 検 索

■都道府県労働局・ハローワーク

雇用関係助成金の詳細・問い合わせ先

留意事項

■厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/kyufukin/index.html

詐欺にご注意ください！


